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要
旨

本
法
律
案
は
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
つ
つ
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
効
率
的
な
空
港
運
営
を
図
る
た
め
、
国
が
管
理
す
る

空
港
等
に
つ
い
て
、
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
公
共
施
設
等
運
営

権
を
設
定
し
て
運
営
等
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
関
係
法
律
の
特
例
を
設
け
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

基
本
方
針

国
土
交
通
大
臣
は
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
空
港
の
運
営
等
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
る

と
と
も
に
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
の
運
営
等
に
つ
い
て
、
関
係
者
か
ら
提
案
の
募

集
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

二

国
管
理
空
港
に
お
け
る
特
定
運
営
事
業
の
実
施

１

国
土
交
通
大
臣
は
、
対
象
空
港
や
特
定
運
営
事
業
（
着
陸
料
等
を
収
受
し
て
空
港
の
運
営
等
を
行
う
事
業
）
を
実
施
す



る
民
間
事
業
者
の
選
定
等
を
行
う
場
合
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
、
関
係
事
業
者
等
か
ら
成
る
空
港
ご
と
の
協
議
会
の
意

見
を
聴
く
こ
と
と
す
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
特
定
運
営
事
業
を
実
施
す
る
民
間
事
業
者
の
選
定
等
を
行
う
場
合
に
は
、
一
の
基
本
方
針
に
従
っ

て
特
定
運
営
事
業
を
実
施
す
る
適
正
で
確
実
な
計
画
等
を
有
す
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
と
と
も
に
、
適
切
な
事
業
者
が
選

定
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
と
協
議
す
る
こ
と
と
す
る
。

３

航
空
法
や
空
港
法
の
特
例
を
定
め
、
空
港
保
安
管
理
規
程
の
策
定
義
務
等
の
安
全
確
保
の
た
め
の
規
制
や
、
空
港
供
用

規
程
の
策
定
義
務
、
着
陸
料
の
届
出
及
び
変
更
命
令
等
の
利
用
者
保
護
の
た
め
の
規
制
に
つ
い
て
、
特
定
運
営
事
業
を
実

施
す
る
民
間
事
業
者
に
対
し
て
適
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

三

地
方
管
理
空
港
に
お
け
る
特
定
運
営
事
業
の
実
施

地
方
管
理
空
港
に
つ
い
て
も
、
国
管
理
空
港
と
同
様
に
、
民
間
事
業
者
が
特
定
運
営
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
関

係
法
律
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

四

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日



か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。


